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中
央
本
部
は
、
８
月
５
日
に
「
総
合
労
働
協
約
改
訂
に
関
す
る
要
求
（
全
54
項
目
）
」
を
会
社
に
提
出
。
労
使
間
ル
ー

ル
、
社
員
の
健
康
づ
く
り
、
働
き
方
や
育
児
・
介
護
、
休
日
・
休
暇
、
福
利
厚
生
制
度
の
充
実
、
災
害
に
関
連
す
る
制
度

改
善
等
を
求
め
交
渉
を
重
ね
、
９
月
12
日
に
会
社
と
の
最
終
交
渉
に
臨
み
、
社
員
の
健
康
づ
く
り
、
多
様
な
働
き
方
を
支

援
す
る
た
め
の
制
度
改
善
な
ど
、
成
果
を
引
き
出
し
席
上
妥
結
し
た
。

解
説

解
説

　

現
行
、
癌
、
脳
卒
中
、
心
疾
患
、
糖
尿
病
、
肝
炎
の
治
療

及
び
不
妊
治
療
の
為
に
通
院
等
を
す
る
場
合
に
使
用
で
き
る

無
給
休
暇
に
「
指
定
難
病
」
を
追
加
す
る
。

　

な
お
、
各
月
５
日
以
内
の
必
要
な
時
間
又
は
日
と
す
る
付

与
日
数
や
私
傷
病
休
暇
と
異
な
り
、
進
級
・
昇
給
欠
格
条
項

に
該
当
し
な
い
こ
と
等
、
そ
の
他
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
同
様
と
す
る
。

※
適
用
対
象　
　

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
指
定
難
病

※
適
用
対
象
者　

社
員
、シ
ニ
ア
社
員
、シ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
社
員

　
　
　
　
　
　
　

 

及
び
契
約
社
員

※
実
施
期
日　
　

2
0
1
9
年
10
月
１
日
か
ら
適
用

　

短
時
間
勤
務
制
度
に
お
け
る
適
用
対
象
者
は
、
こ
れ
ま
で

「
法
律
上
の
親
子
関
係
に
あ
る
満
３
歳
に
達
し
な
い
子
と
同
居

し
、
そ
の
子
を
養
育
し
て
い
る
社
員
」
と
し
て
い
た
が
、「
法

律
上
の
親
子
関
係
に
あ
る
満
３
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年

度
の
年
度
末
ま
で
の
子
と
同
居
し
、
そ
の
子
を
養
育
し
て
い

る
社
員
」
に
見
直
す
。

※
適
用
対
象
者　

社
員
、
シ
ニ
ア
社
員
、
シ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー

　
　
　
　
　
　
　

 

社
員
及
び
契
約
社
員

※
実
施
期
日　
　

2
0
2
0
年
4
月
１
日
か
ら
適
用

　

育
児
等
を
理
由
に
退
職
等
し
た
社
員
の
再
就
職
支
援
の
取

扱
い
を
以
下
の
と
お
り
見
直
す
。

（
１
）再
採
用
者
に
お
け
る
育
児
等
の
関
係
制
度
の
適
用
条
件

　
　

の
判
断
に
つ
い
て

　

育
児
等
の
関
係
制
度
の
適
用
条
件
の
一
つ
で
あ
る
「
勤

続
年
数
が
一
年
に
満
た
な
い
者
」
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
再
採
用
時
か
ら
の
勤
続
年
数
に
よ
る
こ
と
と
し

て
い
た
が
、
当
該
条
件
に
つ
い
て
は
既
に
満
た
し
て
い
る

も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

　
　
　
　

短
時
間
勤
務
制
度
は
、満
３
歳
に
達
す
る
ま

で
、１
日
の
労
働
時
間
が
６
時
間
と
な
る
制
度
で
あ
る
。

　

全
て
の
地
方
本
部
・
総
支
部
か
ら
短
時
間
勤
務
制
度
の

条
件
緩
和
を
求
め
る
要
求
を
受
け
、
今
交
渉
に
お
い
て
条

件
緩
和
を
強
く
求
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

会
社
は
要
員
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
頑
な
な
姿
勢
で

あ
っ
た
が
、
特
に
間
接
部
門
や
工
務
系
統
の
日
勤
職
場
に

お
け
る
切
実
な
意
見
も
訴
え
、
満
３
歳
に
達
す
る
年
度
の

年
度
末
ま
で
に
延
長
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

た
だ
し
、
今
後
も
条
件
緩
和
や
短
時
間
フ
レ
ッ
ク
ス

等
、
育
児
を
し
な
が
ら
働
き
続
け
る
環
境
作
り
に
向
け
て

J
R
西
労
組
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

（
１
）短
時
間
勤
務
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
　

育
児
休
職
か
ら
復
職
す
る
際
、
多
く
の
組
合
員
が
保

育
園
入
所
の
関
係
上
、
４
月
や
５
月
か
ら
復
職
し
て
い

た
が
、
例
え
ば
子
が
６
月
１
日
産
ま
れ
で
あ
れ
ば
１
〜

２
箇
月
程
度
し
か
短
時
間
勤
務
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。

　

今
回
の
見
直
し
に
お
い
て
、
出
産
日
に
も
よ
る
が
、

３
歳
に
な
る
年
の
４
月
や
５
月
か
ら
復
職
さ
れ
る
組
合

員
に
つ
い
て
は
、
復
職
後
か
ら
年
度
末
ま
で
の
約
１
年

程
度
、
短
時
間
勤
務
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
る
。

　

※

（
例
）短
時
間
勤
務
制
度
が
利
用
で
き
る
期
間

　
　

2
0
1
9
年
３
月
31
日
産
ま
れ　

　
　
　
　
　

▼
2
0
2
2
年
３
月
31
日
ま
で

　
　

2
0
1
9
年
４
月
１
日
産
ま
れ　

　
　
　
　
　

▼
2
0
2
2
年
３
月
31
日
ま
で

　
　

2
0
1
9
年
４
月
２
日
産
ま
れ　

　
　
　
　
　

▼
2
0
2
3
年
３
月
31
日
ま
で

（
２
）短
時
間
勤
務
制
度
の
申
請
に
つ
い
て

　
「
短
時
間
勤
務
申
出
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
の
う
え
、
原
則
と

し
て
適
用
開
始
日
の
１
箇
月
前
ま
で
に
、
箇
所
長
に
申

し
出
る
。

　
　
　

※

乗
務
員
、
勤
続
１
年
未
満
の
社
員
は
対
象
外

《
補
足
》

　

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法

　
（
短
時
間
勤
務
制
度
の
対
象
と
な
る
労
働
者
）

　
　
▽
３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
労
働
者
で
あ
る

　
　
　
こ
と
。

　
　
▽
１
日
の
所
定
労
働
時
間
が
６
時
間
以
下
で
な
い
こ

　
　
　
と
。
等
々

　
　
　
　

2
0
1
9
年
４
月
１
日
よ
り
、が
ん
、脳
卒
中
、

心
疾
患
、糖
尿
病
、肝
炎
の
治
療
及
び
不
妊
治
療
の
た
め

に
通
院
等
を
す
る
場
合
に
使
用
で
き
る
無
給
休
暇
を
新

設
し
た
が
、J
R
西
労
組
は
更
に「
育
児
・
介
護
、病
気
な

ど
の
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
と
仕
事
を
両
立
し
う
る

職
場
環
境
の
整
備
」を
強
く
求
め
、厚
生
労
働
省
が
指
定

す
る
難
病
に
つ
い
て
も
治
療
支
援
休
暇
の
対
象
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

（
１
）指
定
難
病
に
つ
い
て

　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
指
定
難
病
は
、2
0
1

9
年
７
月
１
日
現
在
で
3
3
3
項
目
と
な
っ
て
い
る

が
、今
後
指
定
難
病
が
増
減
す
る
都
度
、治
療
支
援
休

暇
の
対
象
も
増
減
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　

※

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

（
２
）治
療
支
援
休
暇
の
申
請
に
つ
い
て

　

治
療
に
よ
る
休
暇
の
申
請
に
つ
い
て
は「
休
暇
等
願
」

に
よ
り
事
前
の
申
請
を
原
則
と
す
る
。初
回
の
申
請
に

つ
い
て
は
、傷
病
が
わ
か
る
書
類（
診
断
書
の
写
し
等
）

が
必
要
と
な
り
、２
回
目
以
降
の
通
院
に
つ
い
て
は
、病

院
・
薬
の
領
収
書
に
よ
り
確
認
す
る
。休
暇
の
使
用
に
つ

い
て
は
通
院
の
み
な
ら
ず
、傷
病
に
よ
る
体
調
不
良
時

に
時
間
単
位
、暦
日
単
位
で
月
に
５
回
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
３
）進
級
・
昇
給
欠
格
条
項
、出
勤
率
算
定
及
び
賃
金
の　

　

  

取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

治
療
支
援
休
暇
制
度
は
、私
傷
病
休
暇
と
異
な
り
、

進
級
・
昇
給
欠
格
条
項
に
は
該
当
し
な
い
。ま
た
年
次

有
給
休
暇
の
出
勤
率
算
定
に
つ
い
て
は
出
勤
日
数
と
し

て
取
り
扱
う
。

　

賃
金
に
つ
い
て
は
、い
か
な
る
賃
金
も
支
払
わ
れ
な

い
。よ
っ
て「
日
の
休
暇
」に
つ
い
て
は
、基
本
給
、エ
リ
ア

手
当
、扶
養
手
当
、職
務
手
当
等
、広
域
出
向
手
当
及

び
別
居
手
当
が
日
割
計
算
に
よ
り
減
額
さ
れ
る
。「
時

間
の
休
暇
」に
つ
い
て
は
1
時
間
に
つ
き
A
単
価
で
そ
の

月
分
の
基
本
給
か
ら
減
額
さ
れ
る
。

（
４
）そ
の
他

　
　

指
定
難
病
の
治
療
に
伴
う
休
暇
に
よ
り
、賃
金
が
減

額
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
J
R
連
合
私
傷
病
共
済
に

加
入
し
て
い
れ
ば
、給
付
の
対
象
と
な
る
。（
一
定
の
要

件
あ
り
）

　

ま
た
J
R
連
合
私
傷
病
共
済
の
対
象
外
で
あ
っ
た

不
妊
治
療
に
つ
い
て
は
、J
R
西
労
組
か
ら
J
R
連
合
に

働
き
か
け
を
行
い
、2
0
1
9
年
８
月
よ
り
対
象
と
な
っ

た
。
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「2019年度総合労働協約改訂」回答の解説

社
員
の
多
様
な
働
き
方
を
支
援
す
る
た
め
の

　
　
　
　
　
制
度
改
善
な
ど
の
成
果
を
引
き
出
す

  1 .    
治
療
支
援
休
暇
の
対
象
拡
大
に
つ
い
て

  2 .    
短
時
間
勤
務
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

  3 .    
再
就
職
支
援
の
見
直
し
に
つ
い
て


